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研究成果の概要（和文）：本研究は、これまで「クローズドイノベーション」によって技術の新規開発が進めら
れてきた日本農業において「オープンイノベーション」が成立するための要件、特に社会的要因及び政策的要因
を特定することを目的として研究を実施した。分析対象としては当初に想定していた農産物の新品種開発に加え
て、農業分野のオープンイノベーションプラットフォームなど幅広い領域を対象として研究を実施した。研究の
結果、農業分野のオープンイノベーションは幅広い研究領域でその萌芽がみられること、一方で農林水産分野と
非農林水産分野との連携においてはそれぞれのアプローチが異なることなどを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This study was conducted to identify the requirements, especially social and
 policy factors, for “open innovation” in Japanese agriculture, where new technological 
development has been conducted through “closed innovation. In addition to the development of new 
varieties of agricultural products as initially envisioned, the research covered a wide range of 
areas, including open innovation platforms in the agricultural sector. The results of the research 
revealed that open innovation in agriculture is sprouting in a wide range of research fields, while 
the approaches to collaboration between agriculture, forestry, and fisheries and non-agriculture, 
forestry, and fisheries fields are different.

研究分野： 公共政策分析

キーワード： 農業　オープンイノベーション　産学官連携

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
農林水産分野におけるオープン・イノベーションの重要性が増大しているにもかかわらず、その現状や課題につ
いて分析した学術的研究は少ない。本研究は、従来研究で注目されていた農産物の新品種開発に加えて、スマー
ト農業、農業分野の再生可能エネルギー導入、農業分野のオープンイノベーションプラットフォームと幅広い領
域を対象とした研究を行った。これにより、日本農業において「オープンイノベーション」が成立するための要
件に関する基礎的な知見を提供できたことが、本研究の学術的、社会的意義であると考えている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
近年、世界的な人口の増加や気候変動などによる国際的な食料需給の不安定化、高齢化等を背

景とした国内農業の生産基盤の脆弱化が進んでいる。これらの課題を解決するためには、革新的
な農業技術を早急に新規開発するとともに、研究成果をすみやかに社会実装していくことが重
要となる（農林水産省，2015）。 
日本における農業技術の新規開発は、従来、公的研究機関が自前主義により研究開発を行う

「クローズドイノベーション」を中心に行われてきた。工業分野では中小企業でも自ら現場技術
に関する研究開発を行うことが多いが、農業分野は経営規模が小さく、経営資源にも恵まれず、
一部の篤農家を除いて自らが研究開発を実施することが困難であったことから公的研究機関が
その肩代わりをしてきたこと（並河,2000）、また政策的な背景から、公的研究機関が重要作物の
品種開発などを独占的に担ってきたこと（久野,1999）などがその理由として挙げられる。 
一方で近年、技術の新規開発においては、技術革新の急速な進展に起因する研究開発のスピー

ドアップ化や複雑化を背景として、外部組織と連携して外部の技術やアイデアなどを活用する
「オープンイノベーション」の重要性が高まっている（Chesbrough,2003）。しかし日本農業で
は、これまで公的研究機関を中心とする「クローズドイノベーション」によって技術の新規開発
が進められてきたために、「オープンイノベーション」への対応が極めて遅れている状況にある
（農林水産省，2015）。またそのために、日本農業においては「オープンイノベーション」の取
り組みがごく一部に限られており、その成立要件に関する研究も行われていないのが現状であ
る。 
 
２．研究の目的 
本研究は、上記の背景を踏まえて、これまで「クローズドイノベーション」によって技術の新

規開発が進められてきた日本農業において「オープンイノベーション」が成立するための要件、
特に社会的要因及び政策的要因を特定することを目的として研究を実施した。 
農業技術の新規開発、特にそのメインプレーヤーとなってきた公的研究機関については、これ

までも外部組織との連携の重要性が指摘されてきた（中小企業庁,2005；谷口,2003;吉村,2004）。
それにも関わらず、日本農業の技術開発における「オープンイノベーション」の現状や課題を実
証的に分析した学術的研究は見当たらない。これは Fukugawa（2016）が指摘するように、特
に農業分野は工業分野などの他分野と比較して、外部組織との連携による研究開発を行った事
例がほとんど無く、事例分析等が困難であったことが要因である。本研究の学術的独自性として
は、これまで実証的な分析がされてこなかった日本農業の「オープンイノベーション」を対象と
して、実証的な分析を行うことが挙げられる。 
 
３．研究の方法 
農業以外の工業分野等では、企業のミクロデータ等を用いた計量分析により、「オープンイノ

ベーション」の成立要件を事業者レベルで分析した研究が複数存在する（Santoro 
andChakrabarti,2002;元橋,2003）。しかし農業分野では、そもそも「オープンイノベーション」
の事例がほとんど無いために、サンプル数の問題から企業のミクロデータ等を用いた計量分析
は不可能である。また研究開発活動は基本的にプロジェクト単位で行われる活動であるため、
「オープンイノベーション」の成立要件を明らかにするためには、企業レベルよりもミクロな視
点であるプロジェクトレベルの分析が重要であるが、工業分野等においてもこの点について分
析した研究は少ない（長岡ら，2013）。 
本研究はこのことを踏まえて研究開始当初、国内事例のプロジェクトベースのケーススタデ

ィ、さらに海外との比較分析を実施する予定としていた。しかし、海外との比較分析については
新型コロナ禍により実施が困難となった。一方、研究開始当初は日本農業の「オープンイノベー
ション」について、農産物の新品種開発を主な分析対象として想定していたが、研究を実施する
につれて、農産物の新品種開発に限定しない、より幅広い領域についての研究を実施することの
必要性が明らかとなった。このことを踏まえて本研究では、農産物の新品種開発に関する国内事
例のプロジェクトベースのケーススタディに加え、対象領域および分析手法を拡張して、以下の
方法により研究を実施した。 
①農産物の新品種開発に関するケーススタディ 
②農業分野の再エネ導入に関するケーススタディ 
③スマート農業実証プロジェクトの分析 
④農業分野のオープンイノベーションプラットフォームの分析 
 
４。研究成果 
①農産物の新品種開発に関する国内事例のケーススタディ（野津，2023a） 
食用作物の品種開発は、農業分野のイノベーションとして重要であるとともに、近年、産学官

連携の必要性が指摘されるようになっている。しかしその現状等は十分に明らかになっていな



い。また知的財産制度と産学官連携は深い関係を有するが、食用作物の品種開発における産学官
連携について、知的財産制度の切り口から分析を行った研究は見当たらない。これらの点を踏ま
えて、農業分野の知的財産権である育成者権を切り口として、食用作物の品種開発における産学
官連携を分析対象として、現状と課題を明らかにした。 
まず、植物新品種育成者権データに基づく分析によって、食用作物においては産学官連携によ

って開発された品種がごく少ないこと、産学官連携によって食用作物の品種開発を行っている
公設試は全国的に見ればごく一部に限られること、産学官連携による食用作物の品種開発が近
年になって出現していることを明らかにした。その上で、植物新品種育成者権データに基づく現
状分析によって把握した産学官連携品種の開発者を対象とするヒアリング調査を実施し、食用
作物の産学官連携における産学官連携への参加決定要因、産学官連携の効果、産学官連携を行う
上での課題について、以下の点を明らかにした。 
・ ヒアリング調査を行った全ての事例において、自らには無い経営資源を持つ研究開発パート 
ナーとの連携によって、研究開発プロジェクトの実現またはスピードアップを実現させている。 
・ 産学官連携の連携先の選定理由は、技術分野と研究テーマの合致が重視されている。また連
携先の選定に当たっては、連携先との事前の関係構築が一定の役割を果たしている。 
・ 連携先が国の試験研究機関や農業者団体の場合、公設試はこれまでに関係を築いている場合 
が多いことから、連携先との事前の関係構築が産学官連携の参加決定要因になりやすい。一方 
で連携先が食品製造企業の場合は、公設試はこれまでに十分な関係を構築できていない場合が 
多いために、連携先との事前の関係構築が参加決定要因とはなりづらい。 
・ 1 次ユーザーである農業者や、2 次ユーザーである食品製造業者と連携して品種開発を行っ
た事例は、産学官連携の取り組みを通じてユーザーニーズを品種開発に反映させることに成功
している。なお、加工用の品種においてユーザーニーズを品種開発に反映させるためには、食品 
製造企業との連携が重要になる。 
・ 産学官連携の連携先が企業や国の試験研究機関の場合、栽培範囲の設定について組織間の利
益相反が生じうる。これについて公設試は、数年間は自県でのみ栽培を許可し、一定年数が経過 
した後に、他県への栽培許諾を検討するという栽培範囲条項を盛り込むことによって対応して 
いる。 
・ 産学官連携の連携先として、品種の 1 次ユーザーである農業者と 2 次ユーザーである食品製
造業者のようにニーズが異なる可能性がある者を含む場合は、品種開発の方向性について中立
的な立場から調整役を担うことができるコーディネータの存在が重要となる。 
またヒアリング調査においては、近年になって産学官連携による食用作物の品種開発が出現

している背景として、先行研究が指摘する地方自治体の独自財源の減少に加えて、知的財産権に
関する社会的な意識の高まり、農林水産省が実施していた指定試験事業の廃止などが要因とな
っていることが示唆された。 

 
②農業分野の再エネ導入に関するケーススタディ（野津，2022） 
取り組み事例がごく少ない農業分野における太陽光発電の自家利用について、農業者による

新技術導入の一類型として捉え、事業着手の前提となる農業者の価値観や志向を明らかにする
ため、先行研究から導出した以下の 2 つの仮説を検証した。 
（仮説 1）太陽光発電の自家利用を行う農業者は、当該取り組みによって、特に光熱費低減、余
剰売電による収入増、企業イメージ向上の実現を期待している。 
（仮説 2）太陽光発電の自家利用を行う農業者は、当該取り組みについて、特にコスト、地域の
合意形成を課題として認識している。 
ただし農業者の価値観や志向に関する先行研究の多くは、新品種など一般的に他の技術体系

を大きく変えることなく導入可能な新技術を分析対象としている。これに対して本研究の分析
対象である太陽光発電の自家利用は、先述したように営農上の技術体系の変更を伴う可能性が
高く、農業者のみの知見では対応が困難な場合が予想された。このことを踏まえて本研究ではさ
らに、新技術導入における外部組織との連携が果たす役割に関して、以下の仮説についても検証
した。 
（仮説 3）農業者が太陽光発電の自家利用を行う場合、外部機関との連携が必要となる場合があ
る。 
分析に当たっては、農業分野における太陽光発電の自家使用に関する学術的分析が十分にさ

れていないことを踏まえて、まずは取り組み全体の概況を把握した上で、実際に太陽光発電の自
家利用を行っている複数事例を対象とするケーススタディを行った。 
分析の結果、農業分野における太陽光発電の自家利用を行うに当たってはコスト、需給の時間

変動や季節変動が課題となること、太陽光発電の自家利用のみによって企業イメージを向上さ
せることは難しいこと、エネルギー政策の動向が取り組みの実施に大きく影響していることな
どを明らかにした。 
 
③スマート農業実証プロジェクトの分析（野津，2024） 
農業では担い手の減少・高齢化による労働力不足が深刻な問題となっており、省力化や負担軽

減が喫緊の課題となっている。ロボット、AI、IoT など先端技術を活用するスマート農業は、こ
れらの課題を解決するための重要な手段として期待されている（農林水産省，2022）。スマート



農業技術について、研究開発がどのような目標に向かって取り組まれているかを俯瞰的に整理
した研究はいくつか存在する（Bacco et.al.(2019)など）。しかしそれ以降のプロセスでは、スマ
ート農業技術がどのような目標に向かって取り組まれているかを俯瞰的に明らかにした研究は
少ない。本研究は、全国で実施されているスマート農業実証プロジェクトを横断的に分析するこ
とにより、スマート農業技術の実証がどのような目標に向かって取り組まれているかを俯瞰的
に明らかにすることを目的に実施した。 
本研究では、スマート農業技術の実証がどのような目標に向かって取り組まれているかを俯

瞰的に把握するため、スマート農業実証プロジェクトのホームページに掲載されている各実施
地区の取り組み概要に着目した。取り組み概要の記載事項は年度によって異なるため、本研究で
はプロジェクトの目標などが詳細に記載されている 2020 年度（55 地区）及び 2021 年度（34 
地区）の計 89 地区の取り組み概要を分析対象とした。2020 年度と 2021 年度の取り組み概要
には実証課題名、品目、構成員、背景・課題、本実証プロジェクトにかける想いが記載されてお
り、本研究ではこれらの中で「目標」に着目して分析を行った。 
事業データに基づく分析の結果、スマート農業実証プロジェクトにおいては作業負担の軽減

や生産性の向上、特に果樹と露地野菜においてはスマート農業による労働時間削減を目指して、
技術実証が行われている例が多いことを明らかにした。 
 
④農業分野のオープンイノベーションプラットフォームの分析（野津、2023b） 
農林水産分野におけるオープン・イノベーションの重要性が増大しているにもかかわらず、そ

の現状や課題について分析した学術的研究は少ない。また農作物の新品種開発以外のオープン・
イノベーションの状況を分析した研究はごく少ない。本研究はこれらのことを踏まえ、新品種開
発に限定しない幅広い技術分野を対象として、農林水産分野のオープン・イノベーションの現状
を分析することを目的とした。 
本研究では農林水産分野のオープン・イノベーションの現状を分析するにあたり、農林水産省

が 2016 年に設置した「「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会」に着目した。同協議会は「農
林水産・食品分野に異分野のアイディア・技術を導入し、革新的な研究成果を生み出し、新たな
商品化・事業化に導く、産学官連携・オープンイノベーション」の実現を目的とする、「異なる
分野の新しい発想や技術を外部から取り込み、これまでにないスピード感をもって革新的な商
品や事業等を生み出し、他者との協創を通じて、加速度的な市場形成を促進するオープン・イノ
ベーションの場」とされている。同協議会ではこれらの多様な会員が組織、分野、地域等の垣根
を超えて連携し、新たな商品化・事業化を目指して共同して研究開発に取り組むオープンな活動
母体を「研究開発プラットフォーム」と位置づけ、会員の自主的な取り組みとしてプラットフォ
ームの組織化を推進している。  
本研究では「「知」の集積と活用の場」の活動報告書に記載されているデータを用いて、農林

水産分野のオープン・イノベーションの取り組みの現状を分析した。 
分析の結果、幅広い研究領域でプラットフォームが形成されていること、他分野メンバー比率

が低いプラットフォームは「異分野→農林水産」というベクトルで、他分野メンバー比率が高い
プラットフォームは「農林水産→異分野」というベクトルで活動を行っている傾向があること、 
農林水産分野のメンバー中心のプラットフォームと他分野メンバー比率が高いプラットフォー
ムは、農業の生産性向上という共通の目的を有している一方で、そのアプローチが異なることな
どを明らかにした。 
 
 農林水産分野におけるオープン・イノベーションの重要性が増大しているにもかかわらず、そ
の現状や課題について分析した学術的研究は少ない中、上記の研究成果により、「オープンイノ
ベーション」が成立するための要件として基礎的な知見を提供できたと考えている。 
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